
本部分
 件  件  件  件  件  件  件

地方分
 件  件  件  件  件  件  件

合　計
 件  件  件  件  件  件  件

件

件

件

件

1

2

3

4

5
現行制度の趣旨について詳しく説明をした
うえで、貴重なご意見として承り、厚生労働
省へ伝える旨説明しました。
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平 成 ２ ２ 年 ６月 ２８日

日本年金機構サービス推進部

№２４　(2010/6/18～2010/6/24受付分)

日本年金機構に対するお客様の声の集計報告
（本内容は、厚生労働省で公表している「国民の皆様の声」の集計報告の内容と同じものとなっております。）

平成２２年６月１８日～平成２２年６月２４日受付分

メール

現行制度の趣旨について詳しく説明をした
うえで、貴重なご意見として承り、厚生労働
省へ伝える旨説明しました。

合計地方自治体

1 509

年金を受け取っている人が亡くなった場合、死亡当時、生計
を同じくしていた者が居ないと亡くなった月までの年金が受け
取れない制度になっている。遺族であれば支払われるように
して欲しい。

63 1

内　　容

障害年金の請求について、制度を知らなかったため遡っての
請求を相談したところ、５年以上前の診断書の提出を求めら
れた。国で基本的にカルテの保存期間を５年としているのと
矛盾している。改善して欲しい。

項番

標準報酬月額の算定について、非課税である通勤手当を含
めて算定することは納得できない。算定の対象から除くよう制
度を改正して欲しい。

現行制度の趣旨について詳しく説明をした
うえで、貴重なご意見として承り、厚生労働
省へ伝える旨説明しました。

現行制度の趣旨について詳しく説明をした
うえで、貴重なご意見として承り、厚生労働
省へ伝える旨説明しました。

対　　応

現行制度の趣旨について詳しく説明をした
うえで、貴重なご意見として承り、厚生労働
省へ伝える旨説明しました。

4 0 126

42 473 56 0 635

お客様の声
把握方法別件

数 39 49 34 0

FAX来訪 電話 手紙

3 424 22 0

　政策・制度立案への提言

　制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）

130

503

（主なお客様の声）

　法令遵守違反に関するもの

　その他

1

1

若くして夫を亡くし、遺族年金を受給しながら働き子供を育て
てきた。６５歳から自分の年金を受給できるようになったが、
わずかの金額が増えただけである。自分自身の老齢厚生年
金と遺族年金を併せて受け取れるようにして欲しい。

お客様の声の内容（大分類）

高年齢雇用継続給付金と年金の調整について、年金を減額
されると生活ができない。制度を廃止して欲しい。



6

7

8

9

10

11

年金再計算（再裁定）による支払いが遅い。高齢で健康面に
不安があり、出来るだけ早く支払って欲しい。（同様なご意見
が多数ありました。）

複雑な事務処理に精通した職員の集中配
置、処理システムの機能強化等により、事
務処理体制の強化に取り組み、早く支払い
できるように努力してまいります。

年金事務所職員の説明が不十分、事務処理に時間がかか
る、態度やマナーが悪く、不愉快な思いをした。（同様なご意
見が多数ありました。）

年金事務所の電話がかかりにくい。（何度も電話をかけるも、
話し中でつながらない）

健康保険・厚生年金保険適用関係書類の処理や国民年金の
保険料還付金の支払処理が遅い等のご指摘をいただきまし
た。

各種通知や案内について、内容がわかりづらいものがあるの
で、もっとわかりやすくして欲しい。

学生時代の国民年金保険料について、既に納付期限が過ぎ
ているため納めることが出来ない。納付期限を１０年にする
改正法案が国会で継続審議となっているが、１０年ではなく
撤廃し、全ての過去の期間について支払うことができるように
して欲しい。

事務処理体制の強化に取り組み、早く事務
処理できるように努力してまいります。

事実確認を行った上で、必要な指導等を
行っていきます。
お客様の年金相談に対し、お客様にプラス
となる「もう一言」を心がけます。

記載内容をわかりやすい言葉に置き換えを
行うとともに、お客様向け文書モニター会議
等において検討を行い、記載内容をわかり
やすくするよう、引き続き取り組みを行って
いることを説明しました。

　日本年金機構は、当機構に寄せられるお客様からの声については業務運営の改善につながる貴
重なものとして考えておりますので、その集計結果と現時点での対応策等をとりまとめて発表してい
ます。

※項番１～６に政策・制度立案への提言、項番７～１１に制度の実施に関する提案（職員等の接遇問題を含む）
を掲載しています。

年金に関する照会等についてはコールセン
ターにおいて対応している旨の周知を図
り、年金事務所への照会電話の分散化等
を図っております。
なお、お客様の声グループにご意見をいた
だいたお客様については、折り返し年金事
務所から連絡するよう対応いたしました。

現行制度の趣旨について詳しく説明をした
うえで、貴重なご意見として承り、厚生労働
省へ伝える旨説明しました。

（照会先）

サービス推進部

お客様の声グループ長 高水 徹

お客様の声グループ 海野 崇

(代表電話) ０３‐５３４４‐１１００ (内線 3177)
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　平成２２年５月２１日から５月２７日の間に日本年金機構に寄せられました年金事務所に関
する「お客様の声」に基づき、日本年金機構において実施した個別対応事例（今週の改善）を
とりまとめましたので公表します。

個別対応事例（今週の改善）お客様の声

年金相談に出向き、自分の前の方の相談が終わっ
たので、すぐに案内されるものと思っていたが、空
いた相談窓口の担当者の雑談が聞こえ、その後、
３０分も待たされた。相談者のことをもっと考えて欲
しい。

前回、手続きに係る相談・確認をしており、不足して
いた書類を添付して届出するだけの状態で短時間
で終わる予定であったのに、普通に相談する時と
同じように長時間待たされた。

本件は、ご意見箱への投書です。一度書類を点検して、不
足していた書類を添付し、申請書類の受付のみを希望され
るお客様につきましては、これまでの経緯を確認したうえで
受付のみを行い、その際、審査段階において不備等が判明
した場合には事務センターより返戻する場合もあることを必

平成２２年５月２１日～５月２７日受付分

年金事務所に関する「お客様の声」に基づく対応事例（今週の改善）

ご意見箱への匿名の投書ですが、本件は、相談対応終了
後相談窓口から離席し、他の職員と相談や書類の内容につ
いて確認する場合があり、そのことをお客様から雑談と受け
止められたのではないかと思います。お一人の相談が終了
した場合、次のお客様がお待ちの場合は、出来る限り速や
かにお客様をお呼び出来る体制を整えるよう相談窓口職員
に対して指導しました。また、相談窓口から離席する場合に
は、窓口支援職員が対応することを徹底します。
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対応した職員に対し、常に相手の立場を考えた対応を心掛
けるよう指導しました。また、年金事務所内においても、お客
様に対するマナーを徹底するように周知し、服装について
は、身だしなみチェックを行い、ビジネスにふさわしい服装を
心がけるように指導しました。

対応した職員に対し、対応開始時には立って挨拶したうえで
用件をお伺いすること及び常にワンストップ対応を心掛け、
他の職員に引き継ぐ場合には、それまでの相談・回答内容
を速やかに伝え、お客様から再度ご質問の内容を伺うこと
のないよう指導しました。

年金の請求手続きに必要な書類を確認するため、
年金事務所に電話をした。対応した職員は用件を
伝えている途中であるのに「こちらは担当じゃな
い。」とまるで当方が悪い様な強い口調で言われ、
電話を担当係に回された。非常に不愉快だった。代
わって対応した職員から丁寧でわかりやすい説明
を受けたので、その後の手続きがスムーズに行うこ
とができ、感謝しているが、最初に対応した職員の
態度には納得できない。また、女子職員でジーパン
を履き仕事をしている職員がいる。最低限仕事を行
う服装というものがあると思う。

年金事務所へ国民年金の手続きに出向いた。最初
に応対した職員は、椅子に座ったままで用件を聞
き、「自分が担当です。」と言ってそのまま対応を続
けたが、手続きの内容でわからないことがあるの
か、度々奥にいる職員に聞いては戻るを繰り返し、
結局、他の職員が対応することとなった。また、代
わられた職員への質問事項の引継ぎができていな
かったので、再度最初から説明することになり、時
間もかかっていらいらした。

本件は、ご意見箱への投書です。相談窓口の担当職員が
交代で休憩を取っていた時間帯であったため、相談窓口の
職員は通常時より少なくなっていたことを踏まえ、当該時間
帯に係る応援体制を明確にし、空いている相談窓口を作ら
ない体制を取るよう調整しました。

した場合には事務センタ より返戻する場合もあることを必
ず伝えるよう徹底しました。

今年度の年金見込額を確認するため、１３：００頃に
年金事務所へ出向き、その時点での待ち時間は約
３０分待ちと案内された。しかし、職員の食事休憩
のためか半分の相談窓口しか対応しておらず、そ
の後も２つの相談窓口が空いたままであった。結
局、１時間近く待たされたが、待ち時間が長すぎ
る。
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